
No 共通12の全体構成、本⽂、参考資料に関するコメント ヒアリング 修正・対応⽅針 共通12 対応⾴ コメントリスト 添付

1-1 ① 資料１、別添１、２については、表の⽬的を明確にすること。また、別添１と本⽂の表が重複
しているため、資料の⽬的を⽰した上で、重複を避けるよう整理すること。 6⽉28⽇

共通12の⽬標，⽬標を達成するための各資料の⽬的、⽬的を踏まえた資料の全体構成について
明確にする。
共通12の全体構成の検討の中で、資料1 別添1については共通12本⽂の設計説明分類の表と
重複していたため削除する。
資料1 別添2は，資料1の各装置が資料2のどの条⽂の基本設計⽅針の適⽤を受けるかまとめた
資料であるが，No2-2のコメントを踏まえた資料で説明するため構成から削除する。
また、資料3冒頭に添付していた紐付表（設計説明分類ごとに説明対象の基本設計⽅針をいつ
の説明グループで説明するか⽰した表）は，資料2の紐付整理結果で⽰すこととしたため構成から
削除する。

P49 (参考資料) ー

1-6
⑥ ８⽉の審査会合に向けて、本資料を基にどのように説明していくのか、を念頭に置きながら整
理を進めていくこと。また、本ヒアリング結果を踏まえて、今後の進め⽅のヒアリングにてスケジュール感
を提⽰すること。

6⽉28⽇
今後の進め⽅の中で8⽉の審査会合を念頭においたヒアリングスケジュールについて調整する。
共通12を踏まえた審査会合資料のイメージを作成し，共通認識を図る。 ー 添付1

3-6
⑥ 前回6⽉の審査会合で説明している内容は、「閉じ込め」における説明グループが３段階となっ
ていることを踏まえ、後段で説明する内容が前段から紐付くよう、記載を検討すること（全体像の整
理では、当該グループでの説明範囲、後段での説明範囲が明らかになるよう整理すること）。

7⽉21⽇
共通12の本⽂「2.2 説明グループの設定」において，後段で引き継ぐもの、この説明グループで説
明するものについての⽅針の記載を追加する。 P10-P20 (本⽂) ー

1-7
⑦ p14、15／p19〜22で記載している「４．共通12の説明⽅針」については説明の進め⽅の
考え⽅を⽰したうえで、「２．４ 設計説明分類の設定⽅針と各施設の設計説明分類」の記載
内容を考慮して構成を⾒直すこと。

6⽉28⽇
共通12の本⽂「2.1 設計説明分類の設定」の次に「2.2 説明グループの設定」と構成を⾒直
し，各設計説明分類の構造設計等の説明順序（説明グループ）を説明する流れになるように記
載を⾒直す。

P2-P9 (本⽂) ー

1-8 ⑧ P23からの参考資料は全体的に最新の情報に更新すること。 6⽉28⽇ 共通12の参考資料は、共通12の修正⽅針の資料も含めて最新化していく。 P47-P66 (参考資料) ー

2-7
⑦ 「今回対応なし」としたものは、⽅針に悩みがないのであれば、具体の対応ページがなくとも、
対応⽅針を⽰すこと。 7⽉13⽇

資料に具体ページがない場合でも，本資料「共通12に係る修正 対応⽅針」において修正⽅針
対応⽅針を記載する。 ー ー

3-1

① 共通12の進め⽅として、「共通12に係る修正⽅針」の資料とするのではなく、現状グループ１の
説明であることから、「共通12」そのものを修正、提出し議論していくべき。また、資料を分けて説明
したい場合は、コメントリストに紐付けた添付資料を作成したほうがよいと思われるため、資料構成を
検討すること。

7⽉21⽇

次回以降、共通12の資料を⽤いて、コメント反映状況を説明する。その際は、共通12を都度、完
本で提出せず、修正箇所の説明ができる単位で資料を準備し、⼀部修正⽅針を⽰す場合は、コ
メントリストの添付として提⽰する。
8/4提出版は説明グループ1の範囲のグローブボックスの構造設計等の資料３②を中⼼に説明す
るために必要な資料3①、資料2、資料1別添を添付する。また、他条⽂、他の設計説明分類との
関連する設計の紐付を⽰すため、グローブボックスの耐震設計の温度 圧⼒に関連する換気設備の
システム設計の資料３②を添付する。
資料1は、設備リストであり、今回は修正⽅針を⽰すために必要な範囲に限定して、本資料「共通
12に係る修正 対応⽅針」の添付として⽰す。

ー ー

3-12 ⑫ 資料１に関するコメントについては、共通12で毎回添付するのではなく、修正⽅針の添付として
整理⽅針等を説明すること。 7⽉21⽇

資料1は、毎回添付せず、修正⽅針を⽰すために必要な範囲に限定して、本資料の「共通12に
係る修正 対応⽅針」の添付として⽰すこととする。 ー 添付2

3-13 ⑬ 資料２に関するコメントについては、資料３との繋がりを考慮し、例⽰等を交えながら説明できる
ように検討すること。 7⽉21⽇

資料3の説明に関係する資料2は共通12の資料として提出するとともに、コメントの対応⾴を本資
料の「共通12に係る修正 対応⽅針」の共通12の対応⾴で記載することでわかるようにする。 ー ー
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No 資料１に関するコメント ヒアリング 修正・対応⽅針 共通12 対応⾴ コメントリスト 添付

1-10 ⑩ 資料１と設⼯認で⽰している申請対象設備リストとの間に不整合がないよう、施設共通基本
設計⽅針の考え⽅を⽰すこと。 6⽉28⽇

資料1に条⽂ごとの施設共通基本設計⽅針の考え⽅に不整合が⽣じないよう，注記にて考え⽅
を記載する。 ー 添付2

1-11 ⑪  資料１の変更区分の記載については、建設段階であるMOXの状況はあるものの、再処理の
記載の考え⽅と整合を図る必要があるので、整理を⾏うこと。 6⽉28⽇

新規申請設備と既認可設備を区別するため，変更区分を「新設(新規)」と「新設(既認可)」に分
け，再処理での変更区分の記載の考え⽅と整合を図る。 ー 添付2

1-12
⑫  資料１の兼⽤設備のうち、⼯程室排気設備の主配管のように兼⽤範囲を複数含むような設
備について、兼⽤の範囲と対象を⽰す考え⽅が分かるように記載すること。また、仕様表の記載⽅
法と申請対象設備リストの記載についても併せて整理すること。

6⽉28⽇
気体廃棄設備のDB SA兼⽤設備については，設備区分を⾒直すとともに，主配管等のリストに
複数⾏あった機器は1⾏に統合。なお，仕様表にいて兼⽤する範囲が異なる場合は，仕様表の
注記にて書き分ける。

ー 添付2

1-13 ⑬ p39︓資料１の耐震に係る「既設⼯認からの耐震評価結果条件の変更箇所」について、再
処理と違い「〇」が⼊る項⽬が限られているため、変更項⽬の考え⽅を再整理すること。 6⽉28⽇

MOX第2回において変更対象がある項⽬のみに列を絞る。また、その⽅針を本⽂に記載する。
項⽬名称は添付書類「Ⅲ-1-2-2-1 機器の耐震性に関する計算書作成の基本⽅針」の各項

⽬の設計プロセスに合わせることとする。
設計プロセスの既認可からの変更の有無の整理⽅針について本⽂に記載する。

P17-P20 (参考資料) 添付2

1-14 ⑭ p39︓No.242等の設備において「B-1（1/2Sdに⾒直し）」と整理した場合に、変更点とし
て「設計⽤地震⼒の設定」に「〇」がつくべきと思われるため考え⽅を整理すること。 6⽉28⽇ 耐震クラスＢ-1の既認可設備は「設計⽤地震⼒の設定」を「○」とする。 ー 添付2

2-2

②    P16︓「説明対象機器」に設備の番号を羅列したものが記載されているが、資料１と２のリ
ンクとして番号を羅列することも⼀例ではあるものの、設計説明分類が同じものをまとめて記載したう
えで、要求事項の対象にならない等、例外になるものに注記を付記する等、記載の内容は⼯夫の
余地があるので 検討を進めること

7⽉13⽇

資料2の設計説明分類の設計項⽬単位で対象機器をまとめ,資料1の設備リストの番号とのリンク
を⽰す資料を資料1 別添として新規追加する。 － 添付3

3-2 ② 資料１と資料２の紐付けについて、資料２での整理内容を含めて⽰すのはよいが、分類した考
え⽅が分かるようにしたほうがよいと思われるため、記載内容を検討すること。 7⽉21⽇

資料1別添の横軸の分類について，分類した考え⽅が分かるように，基本設計⽅針の要求事項
の概要を基本設計⽅針番号の欄に括弧書きで記載し，各分類における要求事項とその対象が
明確になるようにする。

－ 添付3

No 資料２に関するコメント ヒアリング 修正・対応⽅針 共通12 対応⾴ コメントリスト 添付

1-2

②  資料３の構成を設計説明分類で整理するようになっているが、説明グループとしての繋がりが
分からなくなっているため、資料３で説明グループとの関係を分かるようにすること。 6⽉28⽇

資料2の紐付整理結果において，任意の設計説明分類の資料３で展開する基本設計⽅針がど
れなのか，いつの説明グループで説明をするのかという情報を整理することで、資料３と説明グルー
プの関係がわかるようにする。

P144-P151 ー

1-3

③  資料３の冒頭につける各条⽂の基本設計⽅針に対する整理結果において、どの設計説明分
類で説明を展開しているかを明記すること。

6⽉28⽇

資料2の紐付整理結果において，任意の設計説明分類の資料３で展開する基本設計⽅針がど
れなのか，いつの説明グループで，どの設計説明分類で代表して説明するのかという情報を整理す
る。資料2の紐付整理結果において整理することとしたため，資料３冒頭に添付していた「表．各
条⽂の基本設計⽅針に対する整理結果」を取り⽌める。

P144-P151 ー

1-9
⑨  P35で⽰している資料３の「説明⽅針」の欄において、「後段で説明する」ではなく、P20で⽰
されているように、具体的な設計説明分類の情報を追加すること。 6⽉28⽇

資料2の紐付整理結果において，任意の設計説明分類で展開する基本設計⽅針がどれなの
か，いつの説明グループで，どの設計説明分類で代表して説明するのかを明確にする。 P144-P151 ー

1-15

⑮  設計説明分類の考え⽅について、設計⽅針の説明を他の設計説明分類に⾶ばすものと⾶ば
さないものの考え⽅を整理して、記載を⾒直すこと。また、資料２の中で代表として説明するものに
ついては、欄を追加し、他項⽬へ⾶ばして説明するもの、他項⽬から⾶ばされてきて説明するもの、
が明確になるように記載する。

6⽉28⽇

複数の設計説明分類に対して，代表して構造設計等を説明する場合は，「説明グループの考え
⽅」欄で代表の設計説明分類と代表以外の設計説明分類との紐付を⾏う。

具体的には、他の基本設計⽅針、設計説明分類に説明を⾶ばす側は【Gr○ No● 代表で
説明する設計説明分類名称】と代表して説明できる理由を記載することで、どこで代表して説明す
るのかを明確にする。

また、代表で説明する設計説明分類側は，当該設計説明分類で設計⽅針を説明すること、ま
た「<No○>代表以外の設計説明分類名称」を記載することで、代表以外の設計説明分類、基
本設計⽅針の紐付を⾏う。
（No︓基本設計⽅針番号、Grは説明グループ）

P76 (資料2 代表例) ー

1-16 ⑯   設計分類（システム設計、評価等）ごとに説明すべき内容を明確にして整理すること。 6⽉28⽇

同じ基本設計⽅針に対して、適合説明として設計分類（構造設計、システム設計、配置設
計）が複数ある場合は、それぞれの設計分類において、適合説明としてどこまで説明するのか、対
象範囲がわかるように書き分け，資料２で明確化を図る。

P122 (資料2 代表例) ー
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1-17 ⑰   ⑲、㉑、23の項⽬については資料３への繋がりを踏まえて資料２への展開を⾏うこと。 6⽉28⽇ 1-19、21、23で対応⽅針を⽰す。 ー ー

2-1

①    P16︓「説明グループの考え⽅」について、臨界は質量管理であるため、どれを選んでも同じ
という考え⽅になることは理解するが、今後説明する閉じ込め等を踏まえると、構造の違い、機能を
担保するための考え⽅が違う可能性もあるので、代表設備を選択した考え⽅を⽰すこと。 7⽉13⽇

代表とする設計説明分類の選定にあたっては，技術基準要求を満たすための主たる機能を有する
ものを代表とする。各分類について説明すべき内容に差異がある場合は，必要に応じて代表を選
定し，資料3に展開する。
代表となる分類との差分を説明することが合理的である場合は，No.2-4の【説明グループの考え
⽅の欄】のように，ほかを代表とする理由を記載することとする。

ー ー

2-3

③    P16︓「設計説明分類」に全て下線が引かれているものがあるが、個別に必要な説明をする
ことが分かるように記載を⼯夫すること。また、P22、23の紐付整理表にて、代表が複数ある場合の
「〇」「●」の⽰し⽅を⼯夫し、P16との関係性も含めて整理すること。（縦の欄を追加し、それぞれ
の設計説明内容につき、代表が１つになるように⽰すことを指向）

7⽉13⽇

資料2において，1つの基本設計⽅針に対して複数の設計説明分類で下線が引かれている（どれ
かを代表とはせず，それぞれ説明する）場合は，「説明グループの考え⽅」に個別に説明を⾏う理
由を追記する。また，紐付整理結果の表は，設計項⽬ごとに⾏を分けて記載し，代表が1つにな
るようにする。

P75 (資料2 代表例)
P145 (紐付整理結果

代表例)
ー

2-4

④    P16の4条では代表が１つであるが、P18の10条では代表が複数あり、「設計分類の考え
⽅」の列の使い⽅が不揃いになっており、他の分類を跨いだ代表としての考え⽅を記載しているもの
と、単に分類の中で説明する機器を挙げているものがある。全体の設計を代表で⽰した上で、その
差分が存在する設備だけを個別に説明する、という考え⽅でも整理できると思われるので、検討を
進めること

7⽉13⽇

代表は，複数の設計説明分類間の代表を⽰すものとし，代表とする考え⽅がわかるよう，資料
２にて記載を⾒直す。対象となる設計説明分類が１つのみである場合は，対象となる設計説明
分類の中から代表を選定するような意味合いにならないよう，記載を⾒直す。

P75 (資料2 代表例)
P102 (資料2 代表以外

がない場合の例)
ー

2-5

⑤    換気設備の設計説明分類について、設計説明分類の考え⽅で「グローブボックス排気設
備」と「窒素循環設備」で主語が違うので、代表設備として説明する必要があるのかも含めて整理
すること。

7⽉13⽇

「グローブボックス排気設備」と「窒素循環設備」を含めた系統全体の説明が換気設備の設計説明
分類として必要であるため，各欄の記載は，主語を分けず下⽅の例のように修正する。また，この
設計内容を説明すべき設計説明分類は換気設備のみであるため，上記No.2-4の⽅針のとお
り，代表性に関する記載はしない。
（以下、記載例）
【設計分類の考え⽅】
グローブボックス等の負圧維持，オープンポートボックス及びフードの開⼝部からの空気流⼊⾵速を
確保するための排気系統について，システム設計にて説明する。
【説明グループの考え⽅】
グローブボックス等の負圧維持，オープンポートボックス及びフードの開⼝部からの空気流⼊⾵速を
確保するための排気系統について，Gr1で説明する。

P102 (資料2) ー

2-6
⑥    P22︓今後、説明の対象が増えてくると、「△」「▲」の対応関係が分かりにくくなってくることが
懸念されるため、その関係が明確に⽰すことができるよう、記載を検討すること。 7⽉13⽇

資料2 紐付整理結果の表において，構造設計等と対となる評価を紐づけるための列を追加し，
「△」「▲」等の対応関係を明確にする。

P57（参考資料）
P144-P151 (紐付整理

結果)
ー
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No 資料3に関するコメント ヒアリング 修正・対応⽅針 共通12 対応⾴ コメントリスト 添付

1-4

④  既認可からの変更点において、地震動が⼤きくなっているにも関わらず、固定ボルトの本数が
減る、といった構造変更をしているものがあるが、これらの設計上の考え⽅については記載を充実化
すること。 6⽉28⽇

【耐震】を受けた変更としていたが確認の結果、誤記のため修正を⾏う。具体的には、防⽕シャッタ
の追加に伴う，グローブボックスの構造変更であり，それに伴い壁への取付⽅法を耐震サポートか
ら、防⽕シャッタを取り付けるケーシングで直接取り付ける構造に変更したことによる、耐震サポートの
取付ボルト数の減少になる。また、本グローブボックスは、耐震クラスをＢクラスからＳクラスの格上げ
に伴い変更した構造を⽤いて新規追加で耐震計算書を添付する。

P232,233 (資料3③) ー

1-5

⑤  配置設計を⽰す場合には、その配置についてどのような設計上の要求から何を説明すべきなの
かを考慮した上で、資料を整理すること。 6⽉28⽇

「資料３②詳細説明図」において、配置設計の適合説明に⽤いた図⾯（平⾯図）が説明内
容（グローブボックスの周辺にクレーン等を配置しない設計）がわかるものでなかったため、適合説
明にあった図を使⽤することとする。

P241 (資料3②) ー

1-18
⑱  「②詳細説明図」に⽰されているGBの構造設計について、仕様（⼨法等）情報の記載がば
らついているが、仕様を記載することの必要性について、本資料において説明すべき内容を整理し
て、必要な情報を記載するよう資料を⾒直すこと。

6⽉28⽇

「資料３②詳細説明図」において，使⽤する図中の⼨法等が適合説明上，関係ない情報の場
合，基本的に削除することとする。

P196（グローブポートの⼨
法については，全て同⼀の
⼨法とする設計とすることか
ら⼨法を明確にし，その他
図⾯については，設計⽅
針を踏まえ，記載を修

正）

ー

1-19

⑲  p284の崩壊熱除去の設計の説明を例にするが、設計として⽰す必要がある情報を全て挙げ
た上で明確にすること。その説明のためには、その前段として、資料２において設計において考慮す
べき内容を挙げた上で、それをどの項⽬で説明するかというすみ分けを整理しておく必要があるため、
繋がりを含めて資料を整理すること。

6⽉28⽇

資料2,3で説明する事項のすみ分けとして，資料2では設計上考慮すべき事項を各設計説明分
類ごとにを明確にし，資料3では資料２での整理を踏まえ，具体的な設計（給排気⼝の位置，
ブロアの設置等）を説明することで資料間の繋がりを持たせた記載とする。

P125（資料2）
P165（資料3①）

P199，200（資料3
②）

ー

1-20

⑳ p294/p298︓容器落下時のGBへの影響については、閉じ込めと搬送設備との関係もあり、
どの内容をどこまで説明するか、及び資料２においてどのような要求があるか、の整理も必要であり、
説明ロジックの整理も含め、他の設計説明分類の記載とのすみ分けを整理すること。２-２の評価
との関係を含めて２-１として説明することの整理、個別補⾜説明資料で説明する整理も追加する

6⽉28⽇

【資料2】
MOX粉末を取り扱うグローブボックスの閉じ込め機能を損なわない設計について，関係性を整理

し，資料２にてどの設計説明分類の設計分類で展開するのかを明確になるよう記載を⾒直す。ま
た，個別補⾜説明資料で説明する内容についても整理し，資料②にて明確にする。

グローブボックス内外のクレーン等の重量物を設置しないこと（グローブボックスの第14条内部発
⽣⾶散物に係る配置設計），容器を搬送する内装機器が容器を落下，転倒，逸⾛を防⽌す
ること（機械装置 搬送設備の第16条搬送設備に係る構造設計），グローブボックス⽸体をステ
ンレス鋼とすること（グローブボックスの第10条グローブボックスの構造に係る構造設計）
【資料3】
資料２での展開⽅針に従い，グローブボックスの構造設計として，⽸体の構造について，構造設

計で⽰すとともに，関連する説明設計分類について，紐づくよう注記を修正

P103（資料２）
P164,236（資料3①）
P189,227,241（資料3

①）

※機械装置 搬送設備
の，内装機器として要求さ
れるグローブボックス破損防
⽌対策は説明グループ１の
機械装置 搬送設備の資
料３を提出する際に⽰す。

ー

3-4

④ 資料３②の構成として、閉じ込めのみの設計⽅針、閉じ込めと耐震が関連する⽅針があること
から、構成としてどこに記載しているのか全体像が分かるように整理すること。また、全体像を整理す
るにあたり、主条⽂と、⽰されている関連条⽂が分かるよう、資料冒頭に⽬次をつける等を検討する
こと。

7⽉21⽇

資料3②の冒頭に，全体構成を⽬次として添付する。本⽬次においては、主条⽂の構造設計等
を主軸に、関連する他条⽂の構造設計等を⽰す。また、他の設計説明分類における設計とも基本
設計⽅針番号で紐づけることで⽰す。

P184-189 ー

3-5

⑤ 次回の審査会合では、共通12の内容整理の結果としては、資料１及び資料２では整理の結
果にならないため、資料３②等を⽤いて説明することになると想定されるが、前段の資料２との紐
付けが⾒えないと、共通12としての構成を読み取ることができないため、基本設計⽅針等が紐づくよ
う、資料３②で記載している枠内の記載内容を拡充すること。

7⽉21⽇

資料3②の冒頭に，添付する全体構成の⽬次において、各項⽬は、各基本設計⽅針の要求を踏
まえた説明項⽬とするとともに、各項⽬に対する説明内容の冒頭に、【条⽂番号】と（ ）書きで基
本設計⽅針の要求事項の概要をキーワードとして⽰す。
資料３②の各テキストボックスの構造設計等の説明に紐づける基本設計⽅針番号の後に、基本
設計⽅針の要求事項の概要をキーワードとして⽰す。

P184-189
P196 ー
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No 耐震に関するコメント ヒアリング 修正・対応⽅針 共通12 対応⾴ コメントリスト 添付

1-21
21  p274、275にある詳細設計展開表（耐震設計プロセスの条件）については、資料３になっ
て登場することに違和感があり、資料２の段階で整理されるべき内容と考えられるため、2-1/2-2
で説明すべき内容の切り分けも検討し、上流側からの繋がりを含め再度整理すること。

6⽉28⽇

以下のステップにて，設計プロセス条件を設定に係る構造設計，添付書類での展開事項等を整
理する。
① 機器の耐震設計プロセスを⽤いて，「2-1」にて構造設計として説明すべき設計プロセス条件を
整理する。
② 上記整理を踏まえ，各設計プロセス条件において，構造設計として説明すべき内容を整理
し，添付書類等で⽰すべき事項（観点）を整理する。
③ ②を踏まえ，資料2にて設計プロセス条件を設定するための構造設計と基本設計⽅針，添
付書類の関係性を整理し，説明グループ等について，整理する。
④ ②③での整理を踏まえ，資料3にて，構造図等を⽤いて，具体の各設計プロセス条件の設
定するための構造設計を⽰す。具体の構造設計及び②で整理した添付書類等で展開すべき事項
を踏まえ，添付書類等への記載の拡充内容を整理する。

P27-46（本⽂ 別紙） ー

2-8 ⑧   P15︓設備の設計として考慮すべき事項をP9のフローに沿って検討したうえで、結果として、ど
の添付書類で⽰すのか整理すること。 7⽉13⽇

「1-21」の対応⽅針の②にて，設計プロセス条件として，構造設計として説明すべき事項を整理
し，添付書類にて⽰すべき事項（観点）を整理する。 P31-43（本⽂ 別紙） ー

3-3 ③ P13︓添付書類にて展開すべき事項について、添付書類の役割を踏まえてどこで何を記載する
のか分かるように整理を進めること。 7⽉21⽇

「1-21」，「2-8」における整理に当たって，各添付書類での役割を踏まえて，どの添付書類に何
を⽰すのかの考え⽅がわかるよう，添付書類の関係性を整理する。 P31-43（本⽂ 別紙） ー

2-11 ⑪    資料２にて構造として考慮すべきものを整理したのち、次のステップとしてどの添付書類に記
載するのか、各ステップでやるべきことを整理し、P９との流れを踏まえて整理すること。 7⽉13⽇

「1-21」の対応⽅針の②にて，添付書類で⽰すべき事項（観点），各添付書類との関係性を
踏まえて，「1-21」の対応⽅針③において，資料2にて設計プロセス条件，添付書類，基本設
計⽅針，説明グループを整理する。

P27-46（本⽂ 別紙） ー

2-9
⑨    P30︓耐震の資料２として「設計説明分類」「説明対象機器」「耐震設計」「設計プロセス
条件」が並んでいるが、P9で⽰している各項⽬での記載事項が、P30以降の記載と整合していな
い。資料２と資料３で記載すべき内容と繋がりが分かるように整理すること。

7⽉13⽇

「1-21」の対応⽅針のステップを踏まえて，設計プロセス条件から整理するよう構成順序を⾒直
す。耐震設計は，解析モデルごとに説明していくことを踏まえて，解析モデルごとに設計説明分類を
整理していく構成に⾒直す。資料２にて基本設計⽅針，添付書類との関係性を整理した内容を
資料３へ展開する。

P44（本⽂ 別紙） ー

1-26

26  耐震として個別に資料を起こしているが、閉じ込め機能の維持について、GBの構造設計の結
果を評価するものであるため、耐震設計として新たに図⾯を整理するのではなく、構造設計の図の
中で、耐震の情報を追加していくことでも説明できると考えられる。そのような整理の検討を進めるこ
と。

6⽉28⽇

閉じ込めを受けた構造設計の設計⽅針と耐震の設計⽅針の関係性が明確になるよう資料3①に
て，紐付けを⾏う。紐づけた設計⽅針を資料3②にて同じスライドに⽰し，閉じ込めを受けた構造
設計と耐震の設計⽅針の関係性がわかるよう，構成を⾒直す。

P192（資料3②） ー

1-28
28  グローブボックス接続部のベローズについては、閉じ込め機能の確保として、耐震設計と関係す
るとの説明があったはずであり、その反映を⾏うこと。それ以外の記載についても、全ての設計考慮事
項が漏れなく展開されるよう整理すること。

6⽉28⽇
「No.1-26」と同様に，同じスライドに閉じ込めと耐震の設計⽅針を⽰すよう，構成を⾒直す。

P209（資料3②） ー

2-12
⑫ P32︓10条-3①-1、10条３①-3のような⼤枠の構造設計とそれに関係する6条の設計の
関係を同⼀ページで⽰す等、資料３②を⾒直すこと。（閉じ込めを分割し、そのページで何を⽰す
のか分かるようにすること。）

7⽉13⽇
「No.1-26」と同様に，同じスライドに閉じ込めと耐震の設計⽅針を⽰すよう，構成を⾒直す。

P190（資料3②） ー

3-8

⑧ P43︓GBは動的な閉じ込めである特徴を踏まえて、GBの気密性に関する設計として、気密を
担保するための設計の説明が不⾜しており、また、耐震設計への展開ができていない。資料３での
構造、設計⽅針を説明する場合に、ある程度の類型化を検討した記載となるよう、ルール化するこ
とも含めて記載を⾒直すこと。

7⽉21⽇

グローブボックスは，構造および換気設備での換気による動的閉じ込めにて密閉性を維持する⽅
針であることがわかるよう，構成を⾒直し，耐震設計との関係性を整理する。
構造設計の類型化については，各構造について，それぞれ整理，抽出した上で，横に並べ，

共通的な⽅針を整理し，類型化するように対応することとする。
P190（資料3②） ー

1-27 27  補⾜説明資料で説明する内容が不明確で、どのような内容の説明がなされるのかが、資料か
ら読み取ることができないため、説明すべき内容がわかるよう、記載を充実させること。 6⽉28⽇

資料2の「関連する個別補⾜説明資料」欄で設計⽅針に対して何を補⾜説明すべきか記載すると
ともに，資料3で該当する構造設計等の説明内容を個別補⾜説明資料に⾶ばす際も，資料2の
記載を踏まえて拡充を⾏う。

P102 (資料2)
P163（資料3①） ー

(1) 耐震整理⽅針等

5



1-22

22  GBの耐震評価において、何故、有限要素モデルを⽤いて評価するのか、その理由の説明が
必要であるため記載すること。その際、設計としての考え⽅の事実を忠実に反映するような記載とす
るよう、検討すること。また、有限要素モデルの中で、梁モデル、シェルモデルの適⽤の考え⽅を明確
にすること。

6⽉28⽇

グローブボックスが閉じ込めからの要求を受けた構造となっており，その設計を受けてなぜ有限要素
モデルにて解析することの考え⽅を資料3①，②にて説明する。 P221，222（資料3

②） ー

2-10

⑩    コメントリストNo.22︓P31にて、有限要素モデルに設定した理由が分からないため、質点系
モデルやはりモデルの設定の考え⽅を、資料２の中で⽰すこと（有限要素法はクレーン等の複雑構
造を有する設備の評価に適⽤する⽅針となっているが、GBが現状の設計⽅針で⽰し切れている
か、⽰していないのであれば設計⽅針をどう書けばよいかを検討すること）。

7⽉13⽇

「1-22」でのグローブボックスにおける解析モデルの設定の考え⽅を踏まえて，どういった機器に対し
て有限要素モデルを適⽤するのかの考え⽅を整理する。資料２では，設計プロセス条件と基本設
計⽅針，添付書類の関係性を整理し，資料３にて，添付書類における解析モデルの設定の考
え⽅の記載を整理する。

P221，222（資料3
②） ー

1-29 29  グローブボックスの内装機器は、耐震評価において考慮すべきものであるが、その考え⽅が記
載されていないため、耐震モデルにおいて内装機器をどのような考え⽅で考慮しているのか⽰すこと。 6⽉28⽇

グローブボックスの内装機器の相互影響を考慮し，付加重量として，相当する位置の近傍節点
あるいは要素に付加し考慮することを，質量の設定の考え⽅として説明する。
解析モデルとして，架台が共通となっている場合，台⾞のレール等が分割されていない場合，内

装機器の架台がグローブボックス間に跨る場合については相互影響を考慮し，連成モデルにてモデ
ル化を⾏うことの考え⽅を説明する。

P167，172（資料3
①）

P194，222（資料3
②）

ー

1-25

25  評価に⽤いている環境条件について、基本⽅針の内容と齟齬が⽣じないように記載を適切に
修正するとともに、その条件設定の考え⽅がわかるようにした上で、適切な分類の箇所（解析モデ
ルの設定条件）に記載すること。特に、評価における付加質量については、どのように考慮している
かも含め、記載を充実させること（湿度 温度の記載での齟齬、⽐重の記載及び記載箇所の整
理、有限要素モデルに質量が限定されている 等）。

6⽉28⽇

「1-29」に⽰すグローブボックスの内装機器の付加重量として考慮すること，それ以外の付属機器
についても，付加重量として，相当する位置の近傍節点あるいは要素に付加し考慮することがわ
かるよう，記載を⾒直す。
その他，温度，⽐重について記載を⾒直す。

P167，172（資料3
①）

P194，222（資料3
②）

ー

1-31
31  防⽕シャッタについて、耐震モデルとしてどのように考慮しているのかについて、説明を追加するこ
と。また、評価においては波及影響（扉のバタツキ）についても、どのように考慮しているのか、説明
を追加すること。

6⽉28⽇

グローブボックスの⼀部である防⽕シャッタ取付部（ケーシング）の設計⽅針を⽰し，構造図を⽤
いてモデルの設定の考え⽅について，説明する。また，内装機器となる防⽕シャッタは下位クラス施
設となることから，波及的影響の考慮にかかる設計⽅針について説明グループ1にて説明し，具体
的な構造は説明グループ3の⽕災防護設備（シャッタ）にて説明する。

P223（資料3②） ー

1-23 23  構造を説明する図においては、耐震評価に必要な⼨法、構造（⽸体のサポート等）を2-1
構造設計として⽰し、2-2の評価（解析プログラムや⼊⼒地震動等）に繋げること。 6⽉28⽇

グローブボックスの⼨法を⽰した構造図を⽰し，モデル設定における⼨法から各部位の部材⻑，
断⾯特性の設定していくことがわかるよう資料3にて⽰す。

P194，217（資料3
②） ー

1-24 24  構造を説明する図において、GB基礎部の構造が分かるように⽰した上で、評価における拘束
条件をどのように設定しているか分かるように記載すること。 6⽉28⽇

グローブボックスの直接⽀持構造物の基礎ボルト締結部の構造を⽰し，拘束条件の設定の考え
⽅を図を⽤いて資料3にて⽰す。
また，埋込⾦物との取り合いの構造について，図を⽤いて資料3にて⽰す。
拘束条件の設定の考え⽅に係る添付書類の記載修正案について，次回説明する。

P218-220 ー

1-30 30  p307、308︓拘束条件の記載について、どのように考慮しているものなのか、現状の記載で
はわからないので、記載を充実させて説明を追加すること。 6⽉28⽇ 「1-24」，「3-9」，「3-10」での整理を踏まえて，添付書類への展開する内容を整理する。 P218-220 ー

3-9
⑨ P63︓⽀持構造物の基礎ボルトの位置について、拘束条件として、GBの実構造を踏まえて設
定が妥当か分かるように⽰すこと。また、基礎ボルトの配置や構造を⽰す図は⼀般構造を⽰す図の
ように⾒えるため、マスキングが必要か精査すること。

7⽉21⽇
グローブボックスの具体構造の図を⽰し，固定とする⼜は並進3⽅向拘束等とする考え⽅について

説明する。
マスキングについては，社内ルール等を確認し，適切に対応する。

P218-220 ー

3-10
⑩ P63︓⽀持部として、どういう拘束 固定を⾏うために、どういう設計をしている、という話があった
上でどのような評価を⾏う、というのが説明の流れであり、どういった構造で４本拘束とするのか、どう
いった構造で１本とするのか、といった構造の考え⽅、設計⽅針を⽰すこと。

7⽉21⽇

グローブボックスの⽀持構造物として，⽸体を⽀持する本体⽀持架台は原則操作性を考慮し床
置きとし，核燃料物質の搬送等の観点より，⽸体の⽀持構造物を脚とする場合，グローブボック
スを壁⼜は天井付近に設置する場合などは脚部，耐震サポートにより⽀持することなどの⽀持構
造物の設計の考え⽅を説明し，拘束条件としての設定の考え⽅について説明を追加する。

P218-220 ー

3-7

⑦ GBの耐震における設計プロセスの条件として、圧⼒（GB内の負圧）は換気設備の設計条件
と関連すると考えられることから、換気システムの設計と関連させる等、整理⽅法を検討すること
（GB内圧⼒については、換気システム設計との関係が分かるよう図⽰すること。また、資料３から
「2-2」の説明にどのように繋げていくのか、整理⽅針を検討すること。︓資料１は設備を主軸に整
理、資料２は条⽂ごとに資料１の整理を踏まえて整理しつつ「２－２」への展開を整理、資料３
は具体のシステム構造、配置の設計⽅針を⽰すといった整理をすること）。

7⽉21⽇

資料2及び資料3①にて，圧⼒については，換気設備のシステム設計から，グローブボックス内の
負圧⽬標値を考慮した設計とすることがわかるよう，関連づけて説明できるよう，構成，記載を⾒
直す。 P193，247，248（資

料3②） ー

3-11 ⑪ P68、73等の表︓設計プロセスの条件となる温度等はシステム設計との関係等、資料での整
理進めること。 7⽉21⽇

温度の設定の考え⽅として，換気設備のシステム設計として，崩壊熱等を考慮し，通常時におい
て給気設備による⼊気温度，排気⾵量等によりグローブボックス内の温度を40℃以下となるよう
設計することと紐付け，グローブボックスの耐震評価における温度設定の考え⽅について説明する。

P200，249，250（資
料3②） ー

(2) 設計プロセス条件等の展開（温度，圧⼒等）

(2) 設計プロセス条件等の展開（解析モデル）

(2) 設計プロセス条件等の展開（⼨法）

(2) 設計プロセス条件等の展開（拘束条件），⽀持構造物
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次回審査会合での説明骨子
「２－１：システム設計、構造設計等」に係る説明

1

添付１
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2

 MOXの主要設備であるグローブボックス（閉じ込めが主条文）の構造設計等が設計方針に沿って
いるかの説明を行う。

 合理的に構造設計等を説明するとした全体方針に基づき、設計方針の関連性を考慮し、グローブボ
ックスの主条文である閉じ込めの要求事項を踏まえた構造設計等に加え、閉じ込めを踏まえた設計
を前提として設計方針を示す耐震条文の要求事項を踏まえた構造設計等についても併せて説明す
る。

 また、グローブボックスに係る一連の設計の説明を完結させる観点から、グローブボックスの主条文であ
る閉じ込めの要求事項を踏まえた構造設計等の前提となる換気設備（負圧維持、廃棄能力）、
機械装置・搬送設備（内装機器）、ラック／ピット／棚（廃棄能力に関係する崩壊熱除去）に
係る構造設計等についても併せて説明する。

 説明すべき設備に対する主条文、関連条文の関係やそれぞれの設備に対して各条文で説明が必要
な事項等の関係性を整理し、類似のものは同じグループとして説明するよう説明グループを設定。

 今回の説明対象はグローブボックス（閉じ込めが主条文）を主軸とする説明グループ１である。
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【構造設計等に係る説明の進め方】

主要設備である「１．グローブボックス（
オープンポートボックス、フードを含む）」 グローブボックスの主要要求事項として閉じ込め（主条文）

グローブボックスに繋げて系統設計し閉じ
込めの要求事項を達成する「３．換気
設備」

グローブボックスの閉じ込めに係る構造設計
に関連する内装機器として、「6．機械装
置・搬送設備」、「9．ラック/ピット/棚」

設計の関連性を踏まえた説明の纏まりの設定

項目 設計説明分類
１ グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）
2 グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備
3 換気設備
４ 液体の放射性物質を取り扱う設備
５ 運搬・製品容器
６ 機械装置・搬送設備
7 施設外漏えい堰
8 洞道
9 ラック／ピット／棚

10 消火設備
11 火災防護設備（ダンパ）
12 火災防護設備（シャッタ）
13 警報設備等
14 遮蔽扉、遮蔽蓋
15 その他（非管理区域換気空調設備、窒素ガス供給設

備）
16 その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）
17 重大事故等対処設備

設備の構造等を踏まえて類型

グローブボックスに係る一連の
設計の説明を完結させるよう

説明単位を設定

新規に設備を設計する観点
で申請対象設備を設備の構
造等を踏まえて類型

「２－１：システム設計、構造設計等」に係る説明

9





5

 構造設計等に係る説明として， 系統として機能を達成するもの，系統を構成する機器単体で
機能を達成するもの及び機器の配置により機能を達成するものがあることから，系統としてのシス
テム設計，機器単体の構造設計，配置設計の各々について説明する。

 システム設計：必要な機能を達成するための系統としての設計（系統での設備構成等（ 単体
の機器の構造では説明できない設計）系統図等を用いて説明）

 構造設計：機器単体に要求される機能を達成するための設計（構造，寸法，性能等 構造
図等を用いて説明。機器の構造を決めるうえで必要な隣接設備とのクリアランス確保などの設計
は構造設計として説明）

 配置設計： 複数機器の相互間の距離や建屋内等に設置する等の設計（ 配置情報等 機器
配置図等を用いて説明）

 設計説明分類ごとに設計項目（ システム設計・構造設計・配置設計）に対して設備等の具体の
設計を示す。

 構造設計等の具体の設計として，基本設計方針等の設計方針との関係を踏まえて、どう設計に
展開したかが明確になるよう示す。
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6

 グローブボックスの主条文である閉じ込めの要求事項を踏まえた構造設計等と閉じ込めに係る設計
を前提として展開する耐震設計について、要求事項との関係を含めて相関を明確にして構造設計
等を説明する。
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説明
グループ

項
目 設計説明分類 主条文 本説明グループで

説明を行う関連条文 別の説明グループで説明を行う関連条文

４
警報、遮蔽、
安有

関係条文
の対象

13 警報設備等 第18条 警報
【警報に係る設計】 ー

第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【Cクラスの
設計方針(Gr1/1,3,6を代表に説明)】
第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明 )】

14 遮蔽扉、遮蔽蓋
第22条 遮蔽
【 遮 蔽 〈〈Gr1/1,6,9〉〉
〈〈Gr3/5,8〉〉】

ー

第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【Cクラスの
設計方針(Gr1/1,3,6を代表に説明)】
第11条、第29条 火災【遮蔽体の不燃材、難燃材の使用
（Gr2/1,6を代表に説明)】
第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明 )】

16 その他（被覆施設、組立施設
等の設備構成）

第14条 安有
【その他加工施設の構成】【施
設共通方針〈〈Gr1,2,3,4共
通〉〉】

第17条 貯蔵 【貯蔵施設の設備構成〈〈Gr1/9〉〉】
第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【B及びCク
ラスの設計方針(Gr1/1,3,6を代表に説明)】

５
重大事故
関係条文
の対象

17 重大事故等対処設備 第30条 重大事故等対処設
備【健全性、1.2Ss等】

第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震
【常設耐震重要重大事故等対処設備、常設耐震重要重
大事故等対処設備以外】
第33条 閉じ込める機能の喪失【外部放出抑制、代替グ
ローブボックス排気】

第11条、第29条 火災【難燃材の使用（Gr2/1,6を代表
に説明)】
第15条、第31条 材料【設計方針で示す設備(Gr3/4を
代表に説明)】

• 説明グループ４は、閉じ込め、火災、外部衝撃、溢水以外の適合性に係る設備の設計方針
について、説明する。

• 説明グループ５は、重大事故等対処設備について説明する。重大事故等対処設備について
は、MOXの第2回申請の対象設備における重大事故等対処設備は限定的なものであるため
、重大事故等対処設備の設計説明分類等の整理は再処理で先行して進め、その結果を
MOXに展開することとする。そのため、現時点では重大事故等対処設備として仮分類してい
る。

※ 下線の条文は，当該説明グループで説明が完了する条文を示す。
※ 「Gr○（説明グループ）/○（項目番号）」を示す。
※ 条文名称は略称とする。
※ 【 】は、説明内容を示す。
※ ( )は、別グループの展開先のグループ、項目番号を示す。
※〈〈 〉〉は、別グループからの展開元を示す。

構造設計等に係る説明の進め方（説明グループ）
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各設計説明分類における各条文の適合説明対象の整理

記載内容の説明

資料1 申請対象設備リスト
の番号との紐付け
【2-1】：2項変更

資料1 申請対象設備リスト
の番号との紐付け
【2-2】：1項新規

No 設計説明分類

【2-1】
344,345,346,347,348,349,3
71,372,373,379,380,381,38
2,398,399,400,401,402,409
,410,418,419,420,421,422,
429,430

【2-2】
336

【2-1】
242,246,248,251,286,287,2
88,289,290,291,292,293,29
4,295,296,297,299,300,301
,302,303,304,305,306,307,
308,309,310,311,312

2-2】
254,256,258,260,262,263,2
64,266,268,280,281,283,28
4,477,486,745,747,748,749
,750,751,752,753,754,755,
756,757,758,759,760,761,7
62,763,764,765,766,767,76
8,769,770,771,772,773,774
,775,776,777,778,779,780,
781,782,783,784,785,786,7
87,788,789,790,791,792,79
3,794,795,796,797,798,799
,800,801,802,803,804,805,
807,808,809,810,811

－ 【2-2】
810,811

【2-1】
242,246,248,251,286,287,2
88,289,290,291,292,293,29
4,295,296,297,299,300,301
,302,303,304,305,306,307,
308,309,310,311,312,344,3
45,346,347,348,349,371,37
2,373,379,380,381,382,398
,399,400,401,402,409,410,
418,419,420,421,422,429,4
30

【2-2】
254,256,258,260,262,263,2
64,266,268,280,281,283,28
4,336,477,486,745,747,748
,749,750,751,752,753,754,
755,756,757,758,759,760,7
61,762,763,764,765,766,76
7,768,769,770,771,772,773
,774,775,776,777,778,779,
780,781,782,783,784,785,7
86,787,788,789,790,791,79
2,793,794,795,796,797,798
,799,800,801,802,803,804,
805,807,808,809,810,811

2-1】
242,246,248,251,286,287,2
88,289,290,291,292,293,29
4,295,296,297,299,300,301
,302,303,304,305,306,307,
308,309,310,311,312,344,3
45,346,347,348,349,371,37
2,373,379,380,381,382,398
,399,400,401,402,409,410,
418,419,420,421,422,429,4
30

【2-2】
256,262,263,264,266,281,2
84,336,745,749,750,751,75
2,753,754,755,756,757,758
,759,760,761,762,763,764,
765,766,767,768,769,770,7
71,772,773,774,775,776,77
7,778,779,780,781,782,783
,784,785,786,787,788,789,
790,791,792,793,794,795,7
96,797,798,799,800,801,80
2,803,804,805,807,808,809
,810,811

－ 【2-2】
254,258,260,268,280,283,4
77,486,747

－ 【2-2】
748

【2-1】
344,345,346,347,348,349,3
98,399,400,401,402,409,41
0

【2-2】
336

－ 2-2】
477,486,807,810,811

【2-1】
250

－ 【2-1】
250

－

－ 【2-2】
452,453,457,458,459,460,4
61,462,463

－ 2-2】
448,449,450,451,452,454,4
55,456,457,458,459,464,46
5,466,467,468

－ 【2-2】
454,468

－ 【2-2】
452,453,457,458,459,460,4
62,463

－ 【2-2】
455,456,468

－ 【2-2】
457,458,459,460,461,462,4
63,465,466,467,590,598※

※以下の機器は，設計説明
分類「火災防護設備 ダン
パ）」に該当するが，グ
ローブボックス排気ダクト
の経路に設置するダンパ共
通の説明を行う観点から，
設計説明分類「換気設備」
に含めて説明する。

590：延焼防止ダンパ
598：ピストンダンパ

－ 【2-2】
457,461,465,466,467

－ 【2-2】
457,458,459,460,465,466,4
67,590,598※

※以下の機器は，設計説明
分類「火災防護設備（ダン
パ）」に該当するが，グ
ローブボックス排気ダクト
の経路に設置するダンパ共
通の説明を行う観点から，
設計説明分類「換気設備」
に含めて説明する。

590：延焼防止ダンパ
598：ピストンダンパ

－ 【2-2】
448,451,452,454,457,461,4
65,466,467

－ 【2-2】
473,474,475,476,478,479,4
80,481,482,483,484,485,48
7,488,489,490,491,492,493
,494,812,813,814,815,816,
817,818,819,820,821,822,8
23,824,825,826,827,828,82
9,830,831,832,833,834,835
,836,837,838,839,840,841

－ 【2-2】
473,474,475,476,478,479,4
84,485,487,488,490,491,49
2,493,494,840,841

－ 【2-2】
473,474,475,476,478,479,4
80,481,482,483,484,485,48
7,488,489,490,491,492,493
,494,812,813,814,815,816,
817,818,819,820,821,822,8
23,824,825,826,827,828,82
9,830,831,832,833,834,835
,836,837,838,839,840,841

－ 【2-2】
343

【2-1】
243,244,245,247,249,252,2
74,277,278,279,298,313,31
4,324,362,377,378,383,384
,385,386,387,388,389,390,
408,411,412,428,431,432,4

【2-2】
257,265,267,269,270,271,2
72,273,275,282,315,318,31
9,320,321,322,323,325,326
,327,328,329,330,331,338,
439

【2-1】
362,377,378,383,384,385,3
86,387,388,389,390,408,41
1,412,428,431,432

【2-2】
338

【2-1】
362,408,411,412

【2-2】
338

－ 【2-2】
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
,16

－ 【2-2】
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
,16

【2-1】
17,18,562

－ 【2-1】
17

－ 【2-1】
17

－

【2-1】
333,350,351,352,353,354,3
55,356,357,358,359,360,36
1,374,375,376,403,404,405
,406,407,423,424,425,426,
427,436,437

【2-2】
337,339,441

【2-1】
350,351,352,353,354,355,3
56,357,358,359,360,361,37
4,375,376,403,404,405,406
,407,423,424,425,426,427

2-2】
337

－ 【2-2】
585,586

－ 2-2】
581,582,583,584,585,586

－ 【2-2】
590,598

－ 2-2】
591,592,599,600

－ 【2-2】
601

－ 【2-2】
867,868,869,870,871,872,8
73,874,875,876

【2-1】
397

【2-2】
332,440,443

【2-1】
397

－

【2-1】
891

【2-2】
889

【2-1】
744,882,899,901

【2-2】
253,255,259,261,285,317,3
41,744,746,806,883,886,88
7,890,900

対象となる基本設計方針番号

6条27条-14,17,93（Sクラスの耐震設計，一関東評価）

5条26条・6条27条A① Sクラスのグローブボックス

6条27条-14,17,93（Sクラスの耐震設計，一関東評価）

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計）

10条A③ オープンポートボックス 10条A④ フード

10条-3,8 開口部風速維持，腐食対策） 10条-3,8 開口部風速維持，腐食対策）

5条26条・6条27条P① その他 (被覆施設，組立施設等の
設備構成)

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計）

5条26条・6条27条O① その他 (非管理区域換気空調用設
備，窒素ガス供給設備)

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計）

5条26条・6条27条N① 遮蔽扉，遮蔽蓋

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計）

5条26条・6条27条M① 警報設備等
6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計）

5条26条・6条27条L① 火災防護設備（シャッタ）
6条27条-21,22,90 B，Cクラスの耐震設計，Sクラス施設
への波及的影響，波及的影響評価の観点）

5条26条・6条27条K① Sクラスの火災防護設備（ダン
6条27条-14,17,93（Sクラスの耐震設計，一関東評価）

6条27条-14,17,93（Sクラスの耐震設計，一関東評価）
5条26条・6条27条J① Sクラスの消火設備

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計）

5条26条・6条27条K② Cクラスの火災防護設備（ダン

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計）

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計）
5条26条・6条27条H① 洞道

5条26条・6条27条I① ラック／ピット／棚

5条26条・6条27条H② 貯蔵容器搬送用洞道
6条27条-56（土木構造物の動的解析）

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計）

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計） 6条27条-22,90（Sクラス施設への波及的影響，波及的影
響評価の観点）

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計）

5条26条・6条27条B① グローブボックスと同等の閉じ込
め機能を有する設備

5条26条・6条27条C① Sクラスの換気設備

5条26条・6条27条D① 液体の放射性物質を取り扱う設備

5条26条・6条27条F① 機械装置・搬送設備

5条26条・6条27条G① 施設外漏えい防止堰

第10条 閉じ込めの機能

その他 (被覆施設，
組立施設等の設備構
成)

O

P

Q

重大事故等対処設備
※

※再処理の整理を踏
まえ別途見直しを行

液体の放射性物質を
取り扱う設備

運搬・製品容器

機械装置・搬送設備

施設外漏えい防止堰

洞道

ラック／ピット／棚

消火設備

火災防護設備 ダン
パ）

火災防護設備
（シャッタ）

警報設備等

遮蔽扉，遮蔽蓋

その他 (非管理区域
換気空調用設備，窒
素ガス供給設備)

J

K

L

M

N

E

F

G

H

I

10条D① 液体状の放射性物質を取り扱う低レベル廃液処
理設備，分析済液処理装置の系統

10条D② 液体の放射性物質を取り扱う設備

10条-23（汚染防止）
10条H① 洞道

10条-18（漏えいし難い構造，漏えい量を考慮した必要高
10条G① 施設外漏えい防止堰

10条-6（容器の落下，転倒防止等）

10条F① MOX粉末を取り扱うグローブボックスの内装機
器

10条-2（核燃料物質を取り扱う設計）

10条-11（グローブボックス及びオープンポートボックス
からの漏えい防止）

10条A⑥ 漏えい液受皿を有するグローブボックス及び
オープンポートボックス

10条-2,3,8,13,15（核燃料物質を取り扱う設計，負圧維
持，腐食対策等）

10条B① グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有す
る設備

10条-2（核燃料物質を取り扱う設計） 10条-3,4（負圧維持，開口部風速維持）

10条-2（核燃料物質を取り扱う設計）

10条A① グローブボックス（オープンポートボックス，
フードを含む。）

10条-3,4,5,8,13（負圧維持，グローブ1個の破損時にお
ける開口部風速維持、密閉構造，腐食対策等）

10条A② グローブボックス

10条-6（容器の落下，転倒防止等）

10条A⑤ MOX粉末を取り扱うグローブボックス

10条C③ 腐食対策を講じる換気設備（グローブボックス
排気設備，窒素循環設備及び火災防護設備のダンパ）の
系統
（グローブボックス排気設備のうち，グローブボックス
排気フィルタユニットより下流の機器については，清浄

10条C④ 燃料加工建屋，工程室，貯蔵容器搬送洞道の負
圧維持及び燃料加工建屋，工程室，グローブボックスの
負圧順序に係る換気設備（建屋排気設備，工程室排気設
備，グローブボックス排気設備及び窒素循環設備）

10条-8（腐食対策） 10条-14（負圧維持，負圧順序）

C

10条E① ウラン粉末缶

10条-2（核燃料物質を取り扱う設計） 10条-8,9,10（腐食対策，液体廃棄物を内包する系統及び
機器からの漏えいし難い設計，逆流防止）

D

10条C① 核燃料物質によって汚染された気体を取り扱う
換気設備（グローブボックス排気設備，窒素循環設備及
び火災防護設備のダンパ）の系統

10条C② グローブボックスの負圧維持，グローブボック
ス，オープンポートボックス及びフードの開口部風速維
持に係る換気設備 グローブボックス排気設備及び窒素
循環設備）

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

A

グローブボックスと
同等の閉じ込め機能
を有する設備

換気設備

B

5条26条・6条27条A② B，Cクラスのグローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）

5条26条・6条27条A③ Sクラス施設に波及的影響を及ぼ
すおそれのあるグローブボックス

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計） 6条27条-22,90（Sクラス施設への波及的影響，波及的影
響評価の観点）

5条26条・6条27条F② Sクラス施設に波及的影響を及ぼ
すおそれのある機械装置・搬送設備 グローブボックス内

5条26条・6条27条I② Sクラス施設に波及的影響を及ぼ
すおそれのあるラック／ピット／棚 グローブボックス内

6条27条-22,90（Sクラス施設への波及的影響，波及的影
響評価の観点）

5条26条・6条27条J② Cクラスの消火設備

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計）

6条27条-22,90（Sクラス施設への波及的影響，波及的影
響評価の観点）

第5条 安全機能を有する施設の地盤
第26条 重大事故等対処施設の地盤

第6条・第27条 地震による損傷の防止

5条26条・6条27条N② Sクラス施設に波及的影響を及ぼ
すおそれのある遮蔽扉

5条26条・6条27条C② B，Cクラスの換気設備 5条26条・6条27条C③ Sクラス施設に波及的影響を及ぼ
すおそれのある換気設備(工程室排風機及び排気筒)

5条26条・6条27条C④ 常設耐震重要重大事故等対処設備
の換気設備

5条26条・6条27条C⑤ 常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備の換気設備

6条27条-21 B，Cクラスの耐震設計） 6条27条-22,90（Sクラス施設への波及的影響，波及的影
響評価の観点）

6条27条-26（常設耐震重要重大事故等対処設備の耐震設
計）

6条27条-30（常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常
設重大事故等対処設備の耐震設計）

添付３
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